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＜2030 年の SDGs 達成に向けた経営方針等＞ 

SDGｓ経営により経済・社会・環境の三側面で更なる品質向上により、「一生涯のパートナー」とし

て選ばれ続ける企業を目指します。 

 

＜SDGs 達成に向けての重点的な取組み及び指標＞ 

三側面 SDGs に関する重点的な取組み 
指標 

（更新時に向けた数値目標） 

☐環境 

社会 

経済 

男⼥共同参画社会に向けて多様な働き方を推進 
・⼥性の管理職の割合 現状：0％ 
⇒2026 年: 20％ 

環境 

☐社会 

☐経済 

決算書のペーパーレス化、紙使用の抑制 ・現状：0％ ⇒2026 年: 60％ 

☐環境 

社会 

☐経済 

社員の有給休暇の取得を促進するために，毎月 
休暇取得希望アンケートを行う。 

全社員が有給休暇を 90%以上 
取得する 

 

＜ＳＤＧｓ達成に向けてのパートナーシップ＞ 

 

 

・ 「SDGs に関する重点的な取組み」には環境・社会・経済の三側面の全てについて，重点的な取組みを記

載してください。なお，取組みが複数の分野に該当する場合は，それぞれの分野にチェックを入れてくださ

い。 

・ 「指標（更新時に向けた数値目標）」には，それぞれの取組みに対する「目指す姿」の実現を念頭に，更新

時までの数値目標を記載してください。 

・ 「パートナーシップ」には，企業や NPO 法人，行政など関係機関との連携があれば記載してください。 

 

○ SDGs に関する重点的な取組み及び指標に係る進捗状況（※更新の場合のみ。） 

       登録状況：第 期登録（登録年月日：    年  月  日） 

＜SDGs に関する重点的な取組み状況，前期の指標及び実績＞ 

三側面 取組の状況 前期の指標 実績 

☐環境 

☐社会 

☐経済 

   

☐環境 

☐社会 

☐経済 

   

☐環境 

☐社会 

☐経済 

   

・「登録状況」を記載してください。 

・「取組みの状況」には，前回登録申請した際の重点的な取組みの実施状況や指標の達成状況を記載してく

ださい。指標が未達成の場合は，その理由等も記載してください。 


